
 
令和６年 10月 25日 

郡 市 区 等 医 師 会  御中 

 

大 阪 府 医 師 会  

  （ 公 印 省 略 ） 

 

日本医師会認定産業医制度実施に当たっての留意事項－その４７－ 

 
平素より産業保健活動の推進に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
標記につきまして、別添のとおり、日本医師会より通知がございました。 
これまで有効期限が 2020 年 2 月以降の認定産業医については、更新手続きの特例を設けておりま

した。 
しかしながら、特例措置開始以降、新型コロナが収束に向かう中で研修会開催数や認定産業医の更

新率が平常時に戻りつつあることから、特例措置は 2027（令和 9）年度末（2028（令和 10）年 3 月末）
をもって終了することになりました（2028 年 3 月末までに必要な単位を取得していること）。 
特例措置の終了までには一定の猶予が設けられておりますが、可能な限り早めに研修を受講いただ

くとともに、単位取得後は速やかに申請手続きを行っていただくよう、お願いいたします。  
今後、日本医師会より更新 1 年前はがき等により、コロナ特例の終了について記載するなどして認

定産業医の先生方にご案内される予定ですが、貴会におかれましてもご了知いただくとともに、貴会
会員へご周知賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 
 

●特例措置による認定医の更新については、有効期限ごとに以下の要件を定める 

（１）最新の認定証の有効期限が 2020 年 2 月～2023 年 3 月の認定産業医 〔別紙１〕 

→ 特例措置の廃止（2028（令和 10）年 3 月末）までに 2 回更新していること。 

※2回目の更新に必要な単位は 2028 年 3 月末までに取得し、速やかに申請を行う。 

2回分の同時申請は不可。 

 

① 現在の有効期限 ② ①で更新後の有効期限 ③ ②で更新後の有効期限 

2020年(令和 2年)2月 1日 

～2023年(令和 5年)3月 31日 

2025年(令和 7年)2月 1日 

～2028年(令和 10年)3月 31日 

2030年(令和 12年)2月 1日 

～2033年(令和 15年)3月 31日 

 
①と②での更新分として、2028年(令和 10年)３月
までに２回更新すれば可。※ただし、２回分まとめての同

時申請は不可 

上記の有効期限(②から５
年後)に変わりなし。 

 

（２）最新の認定証の有効期限が 2023 年 4 月～2028 年 3 月の認定産業医 〔別紙２〕 

→ 特例措置の廃止（2028（令和 10）年 3 月末）までに 1 回更新していること。 

※更新に必要な単位は 2028 年 3 月末までに取得し、速やかに申請を行う。 
 

① 現在の有効期限 ② ①で更新後の有効期限 

2023年(令和 5年)4月 1日 

～2028年(令和 10年)3月 31日 

2028年(令和 10年)4月 1日 

～2033年(令和 15年)3月 31日 

 
2028年(令和 10年)３月までに更新
すれば可。 

上記の有効期限(①から５年後)に変わりな
し。 

 

2028 年 3 月末の時点で、上記を満たさなかった場合は、認定産業医の資格が失効となります。 

 以 上 

 ※事務局：地域医療 1課 堀田・澤野（TEL 06-6763-7012・FAX 06-6766-2875） 



 ２回更新が必要な場合の有効期限一覧 [別紙１]

①現在の有効期限 ②　①で更新後の有効期限 特例措置による有効期限 ③　②で更新後の有効期限 2028年3月31日に更新した場合の③までの年数

2020年（令和2年）2月 2025年（令和7年）2月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）2月 1年11ヶ月の間に20単位を取得

2020年（令和2年）3月 2025年（令和7年）3月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）3月 2年の間に20単位取得

2020年（令和2年）4月 2025年（令和7年）4月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）4月 2年1ヶ月の間に20単位取得

2020年（令和2年）5月 2025年（令和7年）5月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）5月 2年2ヶ月の間に20単位取得

2020年（令和2年）6月 2025年（令和7年）6月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）6月 2年3ヶ月の間に20単位取得

2020年（令和2年）7月 2025年（令和7年）7月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）7月 2年4ヶ月の間に20単位取得

2020年（令和2年）8月 2025年（令和7年）8月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）8月 2年5ヶ月の間に20単位取得

2020年（令和2年）9月 2025年（令和7年）9月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）9月 2年6ヶ月の間に20単位取得

2020年（令和2年）10月 2025年（令和7年）10月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）10月 2年7ヶ月の間に20単位取得

2020年（令和2年）11月 2025年（令和7年）11月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）11月 2年8ヶ月の間に20単位取得

2020年（令和2年）12月 2025年（令和7年）12月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）12月 2年9ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）1月 2026年（令和8年）1月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）1月 2年10ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）2月 2026年（令和8年）2月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）2月 2年11ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）3月 2026年（令和8年）3月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）3月 3年の間に20単位取得

2021年（令和3年）4月 2026年（令和8年）4月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）4月 3年1ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）5月 2026年（令和8年）5月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）5月 3年2ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）6月 2026年（令和8年）6月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）6月 3年3ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）7月 2026年（令和8年）7月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）7月 3年4ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）8月 2026年（令和8年）8月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）8月 3年5ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）9月 2026年（令和8年）9月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）9月 3年6ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）10月 2026年（令和8年）10月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）10月 3年7ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）11月 2026年（令和8年）11月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）11月 3年8ヶ月の間に20単位取得

2021年（令和3年）12月 2026年（令和8年）12月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）12月 3年9ヶ月の間に20単位取得

2022年（令和4年）1月 2027年（令和9年）1月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）1月 3年10ヶ月の間に20単位取得

2022年（令和4年）2月 2027年（令和9年）2月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）2月 3年11ヶ月の間に20単位取得

2022年（令和4年）3月 2027年（令和9年）3月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）3月 4年の間に20単位取得

2022年（令和4年）4月 2027年（令和9年）4月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）4月 4年1ヶ月の間に20単位取得

2022年（令和4年）5月 2027年（令和9年）5月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）5月 4年2ヶ月の間に20単位取得

2022年（令和4年）6月 2027年（令和9年）6月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）6月 4年3ヶ月の間に20単位取得

2022年（令和4年）7月 2027年（令和9年）7月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）7月 4年4ヶ月の間に20単位取得

2022年（令和4年）8月 2027年（令和9年）8月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）8月 4年5ヶ月の間に20単位取得



 ２回更新が必要な場合の有効期限一覧 [別紙１]

①現在の有効期限 ②　①で更新後の有効期限 特例措置による有効期限 ③　②で更新後の有効期限 2028年3月31日に更新した場合の③までの年数

2022年（令和4年）9月 2027年（令和9年）9月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）9月 4年6ヶ月の間に20単位取得

2022年（令和4年）10月 2027年（令和9年）10月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）10月 4年7ヶ月の間に20単位取得

2022年（令和4年）11月 2027年（令和9年）11月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）11月 4年8ヶ月の間に20単位取得

2022年（令和4年）12月 2027年（令和9年）12月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）12月 4年9ヶ月の間に20単位取得

2023年（令和5年）1月 2028年（令和10年）1月 2028（令和10年）3月 2033年（令和15年）1月 4年10ヶ月の間に20単位取得

2023年（令和5年）2月 2028年（令和10年）2月 2028（令和10年）3月 2033年（令和15年）2月 4年11ヶ月の間に20単位取得

2023年（令和5年）3月 2028年（令和10年）3月 2028（令和10年）3月 2033年（令和15年）3月 5年の間に20単位取得



 １回更新が必要な場合の有効期限一覧 [別紙２]

①現在の有効期限 特例措置による有効期限 ②　①で更新後の有効期限 2028年3月31日に更新した場合の②までの年数

2023年（令和5年）3月 2028（令和10年）3月 2028年（令和10年）3月

2023年（令和5年）4月 2028（令和10年）3月 2028年（令和10年）4月 1ヶ月の間に20単位を取得

2023年（令和5年）5月 2028（令和10年）3月 2028年（令和10年）5月 2ヶ月の間に20単位を取得

2023年（令和5年）6月 2028（令和10年）3月 2028年（令和10年）6月 3ヶ月の間に20単位を取得

2023年（令和5年）7月 2028（令和10年）3月 2028年（令和10年）7月 4ヶ月の間に20単位を取得

2023年（令和5年）8月 2028（令和10年）3月 2028年（令和10年）8月 5ヶ月の間に20単位を取得

2023年（令和5年）9月 2028（令和10年）3月 2028年（令和10年）9月 6ヶ月の間に20単位を取得

2023年（令和5年）10月 2028（令和10年）3月 2028年（令和10年）10月 7ヶ月の間に20単位を取得

2023年（令和5年）11月 2028（令和10年）3月 2028年（令和10年）11月 8ヶ月の間に20単位を取得

2023年（令和5年）12月 2028（令和10年）3月 2028年（令和10年）12月 9ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）1月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）1月 10ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）2月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）2月 11ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）3月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）3月 1年の間に20単位を取得

2024年（令和6年）4月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）4月 1年1ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）5月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）5月 1年2ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）6月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）6月 1年3ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）7月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）7月 1年4ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）8月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）8月 1年5ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）9月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）9月 1年6ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）10月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）10月 1年7ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）11月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）11月 1年8ヶ月の間に20単位を取得

2024年（令和6年）12月 2028（令和10年）3月 2029年（令和11年）12月 1年9ヶ月の間に20単位を取得

2025年（令和7年）1月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）1月 1年10ヶ月の間に20単位を取得

2025年（令和7年）2月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）2月 1年11ヶ月の間に20単位を取得

2025年（令和7年）3月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）3月 2年の間に20単位取得



 １回更新が必要な場合の有効期限一覧 [別紙２]

①現在の有効期限 特例措置による有効期限 ②　①で更新後の有効期限 2028年3月31日に更新した場合の②までの年数

2025年（令和7年）4月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）4月 2年1ヶ月の間に20単位取得

2025年（令和7年）5月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）5月 2年2ヶ月の間に20単位取得

2025年（令和7年）6月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）6月 2年3ヶ月の間に20単位取得

2025年（令和7年）7月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）7月 2年4ヶ月の間に20単位取得

2025年（令和7年）8月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）8月 2年5ヶ月の間に20単位取得

2025年（令和7年）9月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）9月 2年6ヶ月の間に20単位取得

2025年（令和7年）10月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）10月 2年7ヶ月の間に20単位取得

2025年（令和7年）11月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）11月 2年8ヶ月の間に20単位取得

2025年（令和7年）12月 2028（令和10年）3月 2030年（令和12年）12月 2年9ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）1月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）1月 2年10ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）2月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）2月 2年11ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）3月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）3月 3年の間に20単位取得

2026年（令和8年）4月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）4月 3年1ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）5月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）5月 3年2ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）6月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）6月 3年3ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）7月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）7月 3年4ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）8月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）8月 3年5ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）9月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）9月 3年6ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）10月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）10月 3年7ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）11月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）11月 3年8ヶ月の間に20単位取得

2026年（令和8年）12月 2028（令和10年）3月 2031年（令和13年）12月 3年9ヶ月の間に20単位取得

2027年（令和9年）1月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）1月 3年10ヶ月の間に20単位取得

2027年（令和9年）2月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）2月 3年11ヶ月の間に20単位取得

2027年（令和9年）3月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）3月 4年の間に20単位取得

2027年（令和9年）4月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）4月 4年1ヶ月の間に20単位取得



 １回更新が必要な場合の有効期限一覧 [別紙２]

①現在の有効期限 特例措置による有効期限 ②　①で更新後の有効期限 2028年3月31日に更新した場合の②までの年数

2027年（令和9年）5月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）5月 4年2ヶ月の間に20単位取得

2027年（令和9年）6月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）6月 4年3ヶ月の間に20単位取得

2027年（令和9年）7月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）7月 4年4ヶ月の間に20単位取得

2027年（令和9年）8月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）8月 4年5ヶ月の間に20単位取得

2027年（令和9年）9月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）9月 4年6ヶ月の間に20単位取得

2027年（令和9年）10月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）10月 4年7ヶ月の間に20単位取得

2027年（令和9年）11月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）11月 4年8ヶ月の間に20単位取得

2027年（令和9年）12月 2028（令和10年）3月 2032年（令和14年）12月 4年9ヶ月の間に20単位取得

2028年（令和10年）1月 2028（令和10年）3月 2033年（令和15年）1月 4年10ヶ月の間に20単位取得

2028年（令和10年）2月 2028（令和10年）3月 2033年（令和15年）2月 4年11ヶ月の間に20単位取得

2028年（令和10年）3月 2028（令和10年）3月 2033年（令和15年）3月 5年の間に20単位取得



日医発第1127号（健Ⅰ） 
令和６年９月２７日 

都道府県医師会 
産業保健担当理事 殿 
 

日本医師会常任理事 
松 岡 かおり 
（公印省略） 

 
日本医師会認定産業医制度実施に当たっての留意事項－その４７－ 

 
平素より認定産業医制度の充実、推進について種々ご協力をいただき御礼申し上げます。 
これまで有効期限が 2020 年 2 月以降の認定産業医については、更新手続きの特例を設け

ておりました（2021年 3月 11日付け健Ⅰ259「留意事項その38」ご参照）。 
しかしながら、特例措置開始以降、新型コロナが収束に向かう中で研修会開催数や認定産

業医の更新率が平常時に戻りつつあることから、日本医師会認定産業医制度運営委員会で慎
重に議論をした結果、特例措置は2027（令和9）年度末（2028（令和10）年3月末）をもっ
て終了することといたしました（2028年 3月末までに必要な単位を取得していること）。 
特例措置の終了までには一定の猶予を設けておりますが、可能な限り早めに研修を受講い

ただくとともに、単位取得後は速やかに申請手続きを行っていただくよう、ご指導の程お願い
いたします。今後、日本医師会では更新 1 年前はがき等にもコロナ特例の終了について記載
するなどして認定産業医の先生方にご案内する予定ですが、貴会管下の認定産業医にも本件
を周知いただきますよう、お願いいたします。 
また、都道府県医師会および関係団体におかれましては、引き続き研修会の積極的な開催

にご協力いただきますよう、お願いいたします。 
今後とも日本医師会認定産業医制度の円滑な実施について、貴職の特段のご理解とご協力

を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 
 

記 
 
特例措置による認定医の更新については、有効期限ごとに以下の要件を定める（詳細は別紙
の通り）。 

（１） 最新の認定証の有効期限が2020年 2月～2023年 3月の認定産業医 
→ 特例措置の廃止（2028（令和10）年3月末）までに2回更新していること。 
※2回目の更新に必要な単位は2028年 3月末までに取得し、速やかに申請を行う。2
回分の同時申請は不可。 

（２） 最新の認定証の有効期限が2023年 4月～2028年 3月の認定産業医 
→ 特例措置の廃止（2028（令和10）年3月末）までに1回更新していること。 
※更新に必要な単位は2028年 3月末までに取得し、速やかに申請を行う。 

2028 年 3 月末の時点で、これを満たさなかった場合は、認定産業医の資格が失効となりま
す。 

以上 



1

証

殿

あなたは日本医師会認定産業医
であることを証します

認定有効期間 令和○年○月○日 ～ 令和○年○月○日

日本医師会長 ○○○○

この証は令和○年○月○日 第○○○○○○○号をもって
日本医師会の原簿に登録した

日本医師会事務局長

この証をもって、労働安全衛生規則第14条第2項第1号に規定された
研修を修了したことを証明する

まずは、認定証にある
この日付をご確認ください。

これが有効期限です。

※コロナ特例によって有効期間5年のサイクル
が変わることはありません。



必要な更新回数手元にある最新の認定証の有効期限

2028年3月末までに2回更新※2）2020（令和2）年2月1日～2021（令和3）年3月31日

2028年3月末までに2回更新※2）2021（令和3）年4月1日～2022（令和4）年3月31日

2028年3月末までに2回更新※2）2022（令和4）年4月1日～2023（令和5）年3月31日

2028年3月末までに1回更新2023（令和5）年4月1日～2024（令和6）年3月31日

2028年3月末までに1回更新2024（令和6）年4月1日～2025（令和7）年3月31日

2028年3月末までに1回更新2025（令和7）年4月1日～2026（令和8）年3月31日

2028年3月末までに1回更新2026（令和8）年4月1日～2027（令和9）年3月31日

2028年3月末までに1回更新2027（令和9）年4月1日～2028（令和10）年3月31日

認定証の有効期限通り2028年度に更新2028（令和10）年4月1日～2029（令和11）年3月31日

認定証の有効期限通り2029年度に更新2029（令和11）年4月1日～2030（令和12）年3月31日

特例措置は2027（令和9）年度末（2028（令和10）年3月末）をもって終了※1）。
 最新の認定証の有効期限に対応する必要な更新回数は下記の通り。

コロナ特例の終了 ー認定証の有効期限と必要な更新回数ー

※１）必要な単位取得後、速やかに申請を行う。
※２）まず20単位を取得して更新し、その後改めて20単位を取得して更新をする（2回分の同時申請は不可）。

2
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参考 2回更新が必要な場合のイメージ

２回目の更新で取得する
認定証の有効期限

１回目の更新で取得する
認定証の有効期限

手元にある最新の認定証の
有効期限

2030（令和12）年2月1日
～2031（令和13）年3月31日

2025（令和7）年2月1日
～2026（令和8）年3月31日

2020（令和2）年2月1日
～2021（令和3）年3月31日

2031（令和13）年4月1日
～2032（令和14）年3月31日

2026（令和8）年4月1日
～2027（令和9）年3月31日

2021（令和3）年4月1日
～2022（令和4）年3月31日

2032（令和14）年4月1日
～2033（令和15）年3月31日

2027（令和9）年4月1日
～2028（令和10）年3月31日

2022（令和4）年4月1日
～2023（令和5）年3月31日

１回目
更新

２回目
更新

１回目
更新

２回目
更新

１回目
更新

２回目
更新

 ２回分まとめての同時申請はできません。

2回目の更新に必要な単位は
2028年3月末までに取得し、

速やかに申請を行う。

コ
ロ
ナ
特
例
終
了
後
は

認
定
証
の
有
効
期
限
通
り
の
更
新

単位取得後、
速やかに申請
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参考 １回更新が必要な場合のイメージ
１回目の更新で取得する

認定証の有効期限
手元にある最新の認定証の

有効期限

2028（令和10）年4月1日
～2029（令和11）年3月31日

2023（令和5）年4月1日
～2024（令和6）年3月31日

2029（令和11）年4月1日
～2030（令和12）年3月31日

2024（令和6）年4月1日
～2025（令和7）年3月31日

2030（令和12）年4月1日
～2031（令和13）年3月31日

2025（令和7）年4月1日
～2026（令和8）年3月31日

2031（令和13）年4月1日
～2032（令和14）年3月31日

2026（令和8）年4月1日
～2027（令和9）年3月31日

2032（令和14）年4月1日
～2033（令和15）年3月31日

2027（令和9）年4月1日
～2028（令和10）年3月31日

１回目
更新

１回目
更新

１回目
更新

１回目
更新

１回目
更新

コ
ロ
ナ
特
例
終
了
後
は

認
定
証
の
有
効
期
限
通
り
の
更
新

更新に必要な単位は
2028年3月末までに取得し、

速やかに申請を行う。


